
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
相対移動するブラシ支持部材とコード板支持部材；
このブラシ支持部材に形成した支持面に当接する基板部と、この基板部から該ブラシ支持
部材に形成された貫通穴を通してコード支持部材側に延びる、弾性変形可能な少なくとも
２本の弾性接触脚を有するブラシ体；
このブラシ部材の弾性接触脚に接触するコードパターンを有し、上記コード支持部材に支
持されたコード板；
を備え、
上記ブラシ支持部材に、ブラシ体の基板部と弾性接触脚との境界部近傍において該基板部
に当接し、該弾性接触脚にコード板を介して弾性変形力が与えられたとき該基板部がブラ
シ支持部材の支持面に当接する方向に、該ブラシ体に回動力を与える支点部が形成されて
いることを特徴とするブラシコード装置。
【請求項２】
請求項１記載のブラシコード装置において、上記ブラシ支持部材の貫通穴は、ブラシ体の
複数の弾性接触脚に対応させて複数に分割されており、上記支点部は、この複数の分割貫
通溝の中間に位置し、ブラシ体の弾性接触脚側の端部を受け入れる支点溝によって形成さ
れているブラシコード装置。
【請求項３】
請求項１または２記載のブラシコード装置において、上記ブラシ支持部材とコード板支持
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部材は、ともに環状部材であり、コード板は、環状コード板支持部材の周面に固定されて
いるブラシコード装置。
【請求項４】
請求項１または２記載のブラシコード装置において、上記ブラシ支持部材とコード板支持
部材は、ともに環状部材であり、コード板は、環状コード板支持部材の端面に固定されて
いるブラシコード装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、相対移動する二部材の位置検出機構として用いられるコードブラシ装置に関し
、特にそのブラシ取付構造に関する。
【０００２】
【従来技術及びその問題点】
例えばレンズ鏡筒では、焦点距離や撮影距離等の撮影情報を検出するため、相対移動する
二部材の一方をブラシ支持部材、他方をコード板支持部材とし、このブラシ支持部材に支
持したブラシ体の弾性接触脚を、コード支持部材に固定したコード板に接触させることが
行われている。ブラシ体の弾性接触脚の数（つまりコード板のコードパターンの数）は、
相対移動する二部材間の必要とする位置情報によって決定される。
【０００３】
このような従来のコードブラシ装置では、ブラシ体の基板部を固定ねじや接着剤を用いて
ブラシ支持体に固定することで、弾性接触脚の反力を受けている。つまり、ブラシ体を固
定するための特別な固定部材と固定作業を必要とした。仮に、固定部材が脱落すれば、ブ
ラシ体も脱落してしまい、位置検出機構の機能が失われる。
【０００４】
【発明の目的】
本発明は、ブラシ体をブラシ支持部材に固定するための特別な部材を必要としないコード
ブラシ装置を得ることを目的とする。あるいは本発明は、固定部材を用いたとしてその固
定部材が脱落しても、ブラシ体が脱落するおそれのないコードブラシ装置を得ることを目
的とする。
【０００５】
【発明の概要】
本発明は、ブラシ体の弾性接触脚を弾性変形させる力を利用して、固定ねじ等の固定部材
を必要とせずに、該ブラシ体をブラシ支持部材に固定できる装置を提案する。
すなわち、本発明は、相対移動するブラシ支持部材とコード板支持部材；このブラシ支持
部材に形成した支持面に当接する基板部と、この基板部から該ブラシ支持部材に形成され
た貫通穴を通してコード支持部材側に延びる、弾性変形可能な少なくとも２本の弾性接触
脚を有するブラシ体；このブラシ部材の弾性接触脚に接触する、コード支持部材に支持さ
れたコード板；を備えたコードブラシ装置において、ブラシ支持部材に、ブラシ体の基板
部と弾性接触脚との境界部近傍において該基板部に当接し、該弾性接触脚にコード板を介
して弾性変形力が与えられたとき該基板部がブラシ支持部材の支持面に当接する方向に、
該ブラシ体に回動力を与える支点部を形成したことを特徴としている。
【０００６】
ブラシ支持部材の貫通穴が、ブラシ体の複数の弾性接触脚に対応させて複数に分割されて
いるとき、支点部は、具体的には、この複数の分割貫通溝の中間に位置し、ブラシ体の弾
性接触脚側の端部を受け入れる支点溝によって形成することができる。
【０００７】
ブラシ支持部材とコード板支持部材は、例えばともに環状部材とすることができ、コード
板を、この環状コード板支持部材の周面に固定することができる。また、同じ環状部材の
場合でも、コード板を、環状コード板支持部材の端面に固定する態様も可能である。
【０００８】
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【発明の実施の形態】
図１ないし図５は、本発明によるコードブラシ装置の第一の実施形態を示している。コー
ド支持環１０とブラシ支持環２０は、同心で相対回動可能な内外に位置する環状二部材で
ある。コード支持環１０の外周面には、コード板１１が貼着されており、このコード板１
１に、図示例では、円周方向に長い、接地パターン１２ａと、非接地コードパターン１２
ｂないし１２ｅとからなる４ビットのコードパターン１２が形成されている。ブラシ支持
環２０には、このコード板１１のコードパターン１２に接触する導電性材料からなるブラ
シ体３０が支持されている。
【０００９】
ブラシ支持環２０は、その外面に、ブラシ支持環２０の外面を一段下げた平面からなるブ
ラシ体支持面２１を有し、このブラシ体支持面２１の周方向に隣接させて、斜面２２を介
して、５ビットのコード板１１に対応する５本の分割された互いに平行な貫通穴２３が形
成されている。各貫通穴２３の間には、区画壁２４が位置し、この４個の区画壁２４のう
ち、中央の２個の区画壁２４には、ブラシ体支持面２１側に位置させて、支点溝２５が形
成されている。この支点溝２５は、ブラシ支持環２０を軸方向から見たとき、斜面２２と
略平行で、該斜面２２との間に板ばね挿入空間を形成する。また、ブラシ体支持面２１と
斜面２２には、この支点溝２５を形成した２つの区画壁２４に対応させて、斜面２２より
深い深傾斜壁２６が形成されている。ブラシ体支持面２１上には、一対の位置決め突起２
７がある。深傾斜壁２６は、ブラシ支持環２０の成形金型の強度を確保するために形成さ
れている。
【００１０】
導電性の金属材料からなるブラシ体３０は、このブラシ支持環２０のブラシ体支持面２１
上に位置する基板部３１と、この基板部３１から各貫通穴２３を通ってコード支持環１０
側に延びる５本の弾性接触脚３２とを備えている。ブラシ体３０の形状を明確にするため
、図４では、ブラシ体３０にハッチングを付した。基板部３１には、ブラシ支持環２０の
斜面２２に沿う曲折縁部３１ａが存在し、弾性接触脚３２は、この曲折縁部３１ａと略同
一平面方向に延びている。曲折縁部３１ａの弾性接触脚３２側の端部一部は、支点溝２５
内に入り、支点溝２５は、弾性接触脚３２をコード支持環１０側から弾性変形させたとき
基板部３１がブラシ体支持面２１に当接する方向に、ブラシ体３０を回動付勢する支点部
として作用する。基板部３１には、位置決め突起２７に対応する位置決め穴３３が形成さ
れている。
【００１１】
上記構成のブラシ体３０は、固定ねじ（固定手段）を用いることなく、次のように簡単に
ブラシ支持環２０に結合することができる。すなわち、ブラシ体３０の各弾性接触脚３２
をブラシ支持環２０の各貫通穴２３に挿入し、基板部３１をブラシ体支持面２１上に位置
させ、スライドさせて基板部３１の曲折縁部３１ａを支点溝２５内に挿入する。そして、
位置決め穴３３が位置決め突起２７に嵌まる迄スライドさせれば結合作業が完了する。こ
の結合作業完了状態では、基板部３１の曲折縁部３１ａが支点溝２５に挿入されているた
め、基板部３１の脱落が一次的に防止されている。さらに、弾性接触脚３２をコード支持
環１０のコード板１１に当接させて弾性変形力を与えると、支点溝２５（に支持されてい
るブラシ体３０の曲折縁部３１ａ）は、基板部３１がブラシ体支持面２１当接する方向に
、該ブラシ体３０を回動させる支点部として作用する（図５矢印参照）。このため、特別
な固定部材を用いなくても、ブラシ体３０をブラシ支持環２０上に確実に支持することが
できる。以上のブラシ体３０は、安全のために固定ねじを用いてブラシ支持環２０に固定
してもよいが、この安全のための固定ねじが脱落しても、ブラシ体３０が脱落するおそれ
がない。
【００１２】
なお、図１に示すように、コードパターン１２の各パターン１２ａ～１２ｅは、検出回路
１５に接続されている。検出回路１５は、非接地コードパターン１２ｂ～１２ｅがブラシ
体３０（弾性接触脚３２）を介して接地パターン１２ａに導通しているか否かをチェック
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して４ビットの位置情報を得、コード支持環１０とブラシ支持環２０の相対位置情報を検
出する。この相対位置情報は、レンズ鏡筒では、焦点距離や被写体距離情報として用いら
れる。
【００１３】
図７ないし図９は、本発明の別の実施形態を示している。この実施形態では、コード支持
環１０の端面位置に、同心状のパターン１２ａないし１２ｅのコードパターン１２を有す
るコード板１１を固定し、ブラシ支持環２０に設けた径方向板２０’に、このコード板１
１のコードパターン１２に接触するブラシ体３０を支持している。この他の構成は、第一
の実施形態と同様であり、同一の構成要素には同一の符号を付した。
【００１４】
以上は、コード支持環１０とブラシ支持環２０が環状部材である実施形態であるが、相対
移動する二部材が直進移動する場合にも勿論本発明は適用可能である。
【００１５】
【発明の効果】
本発明によれば、ブラシ体をブラシ支持部材に固定するための特別な部材を必要としない
コードブラシ装置を得ることができる。あるいは、固定部材を用いたとしてその固定部材
が脱落しても、ブラシ体が脱落するおそれのないコードブラシ装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるブラシ取付構造の第一の実施形態を示す平面（展開）図である。
【図２】図１からブラシを取り除いた状態を示すブラシ保持環の平面（展開）図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図４】図１のブラシ部分の拡大平面（展開）図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。
【図７】本発明によるブラシ取付構造の第二の実施形態を示す正面図である。
【図８】図７からブラシを取り除いた状態を示すブラシ保持部材の正面図である。
【図９】図７のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【符号の説明】
１０　コード支持環
１１　コード板
１２　コードパターン
１２ａ　接地パターン
１２ｂ　１２ｃ　１２ｄ　１２ｅ　コードパターン
１５　検出回路
２０　ブラシ支持環
２０’　径方向板
２１　ブラシ体支持面
２２　斜面
２３　貫通穴
２４　区画壁
２５　支点溝
２６　深傾斜壁
２７　位置決め突起
３０　ブラシ体
３１　基板部
３１ａ　曲折縁部
３２　弾性接触脚
３３　位置決め穴
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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